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ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
は
、
ス
ポ
ー

ツ
活
動
、
文
化
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
、
地
域
活
動
、
指
導
活
動
な

ど
に
最
適
な
保
険
で
す
。
団
体
の
管

理
下
に
お
け
る
活
動
中
の
事
故
、
集

合
・
解
散
場
所
へ
の
往
復
中
の
事
故

な
ど
が
補
償
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

現
在
で
は
約
１
，
０
０
０
万
人
の

人
々
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

　

案
内
お
よ
び
加
入
申
込
用
紙
は
海

洋
セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
。
補
償
内

容
の
詳
細
を
知
り
た
い
方
や
加
入
を

希
望
さ
れ
る
団
体
は
、
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋

セ
ン
タ
ー
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

◆
公
益
財
団
法
人

　
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
茨
城
県
支
部

　☎
０
２
９
（
３
０
０
）
４
７
１
０

◆
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

　☎
（84）
３
５
３
３

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
の

ご
案
内

○
試
験
区
分

　
男
性
警
察
官
Ａ
、
Ｂ

　
女
性
警
察
官
Ａ
、
Ｂ

○
受
験
資
格

［
警
察
官
Ａ
］

　

昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
人
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大

茨
城
県
警
察
官
募
集

学(

短
期
大
学
を
除
く
。)

を
卒
業
し

た
人
若
し
く
は
平
成
27
年
３
月
31
日

ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人
ま
た
は
人

事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る

人［
警
察
官
Ｂ
］

　

昭
和
59
年
４
月
２
日
～
平
成
８
年

４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
人
で
、
警
察

官
Ａ
の
受
験
資
格
に
該
当
し
な
い
人

（
平
成
26
年
10
月
１
日
か
ら
勤
務
可

能
な
人
）

○
第
１
次
試
験　
５
月
11
日
㈰

○
受
付
期
限　
４
月
15
日
㈫
ま
で

　
（
消
印
有
効
）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
電
子
申
請
）

の
場
合
は
、
４
月
14
日
㈪
午
後

５
時
ま
で
受
信
有
効
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
境
警
察
署　
☎

（86）
０
１
１
０
、

　
ま
た
は
最
寄
り
の
駐
在
所

○
開
催
日
時

　
５
月
10
日
㈯
～
７
月
12
日
㈯

　
午
前
10
時
～
11
時

※
毎
週
土
曜
日
（
全
10
回
）

○
対
象
者　
小
学
生

○
参
加
費

　
毎
回
プ
ー
ル
入
場
料　
１
０
０
円

○
募
集
定
員　
25
名

○
受
付
日
時

　
４
月
20
日
㈰
～

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

猿
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

第
３
回
小
学
生
水
泳
教
室
の

開
催
に
つ
い
て

※
４
月
21
日
㈪
は
休
館
日
。

○
お
申
し
込
み

　

猿
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
窓

口
に
て
先
着
順
で
受
付
し
ま
す
。
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
電

話
で
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

○
そ
の
他

　

同
意
書
に
押
印
し
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、
認
印
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
猿
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
☎

（87）
７
２
２
３

　

現
在
、
古
河
市
及
び
五
霞
町
の
不

動
産
登
記
事
務
は
、
水
戸
地
方
法
務

局
古
河
出
張
所
で
取
り
扱
っ
て
い
ま

す
が
、
登
記
所
の
統
合
・
廃
止
に
伴

い
６
月
16
日
㈪
か
ら
水
戸
地
方
法
務

局
下
妻
支
局
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

古
河
市
役
所
古
河
庁
舎
内
に
法
務

局
証
明
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
を
開
設

し
て
、
不
動
産
・
商
業
・
法
人
の
登

記
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
事
務
を

行
い
ま
す
。

　
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
水
戸
地
方
法
務
局

　
☎
０
２
９（
２
２
７
）９
９
１
１

　
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局

　
下
妻
市
下
妻
乙
１
３
０
０
番
地
１

　
☎
０
２
９
６

（43）
３
９
３
５

水
戸
地
方
法
務
局
古
河
出
張
所

の
統
合
・
廃
止
に
つ
い
て

　
町
で
は
、現
行
の
総
合
計
画
「
第

5
次
五
霞
町
総
合
計
画
」
の
前
期

5
年
間
の
計
画
が
平
成
26
年
度
で

終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
平
成
27
年

度
か
ら
31
年
度
ま
で
の
後
期
計
画

の
策
定
に
取
組
み
ま
す
。

　

総
合
計
画
と
は
〝
町
と
町
民
の

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
〟
の
共
通
の

指
針
と
な
る
町
の
最
高
位
の
計
画

で
す
。

　

総
合
計
画
策
定
に
関
す
る
町
長

か
ら
の
諮
問
に
対
し
、
町
議
会
議

員
・
学
識
経
験
者
お
よ
び
各
種
団

体
の
代
表
者
な
ど
町
が
選
任
し
た

委
員
の
方
と
と
も
に
計
画
書
策
定

に
関
す
る
審
議
に
参
加
し
て
い
た

だ
き
、
答
申
書
を
提
出
し
て
い
た

だ
く
公
募
委
員
の
方
を
募
集
し
ま

す
。

○
募
集
人
員　
２
名

○
任
期

　
平
成
26
年
5
月
中
旬
～

　
平
成
27
年
3
月
頃

○
応
募
資
格

①
町
に
引
き
続
き
1
年
以
上
居
住

を
し
て
い
る
満
20
歳
以
上
の
方

②
原
則
と
し
て
平
日
の
昼
間
に
開

催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る
方

③
町
で
設
置
し
た
協
議
会
、
審
議

会
な
ど
他
の
附
属
機
関
の
委

員
で
な
い
方

○
応
募
方
法

　

政
策
財
務
課
ま
た
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す

「
応
募
申
込
書
」
に
必
要
事
項
及

び
「
町
と
町
民
の
将
来
の
ま
ち
づ

く
り
」
に
関
す
る
意
見
（
２
０
０

字
程
度
）
を
記
入
し
、
応
募
者
本

人
が
政
策
財
務
課
ま
で
持
参
く
だ

さ
い
。

○
募
集
期
限

　
平
成
26
年
4
月
18
日
㈮

　
午
後
5
時
15
分

○
お
問
い
合
わ
せ

　
政
策
財
務
課

※
募
集
に
関
す
る
詳
細
は
、
政
策

財
務
課
に
あ
り
ま
す
「
五
霞
町

総
合
計
画
審
議
会
委
員
募
集
要

項
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
あ
り

ま
す
。

﹁
五
霞
町
総
合
計
画
策
定
審
議
会
﹂
委
員
を

募
集
し
ま
す

　


